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高松市監査委員告示第２６号 

 

 財政援助団体等監査結果に基づき，措置を講じた旨の通知があったので，地

方自治法第１９９条第１２項の規定により，次のとおり公表します。  

 

  平成２４年１１月２２日  

          

高松市監査委員   吉   田   正   己  

同               山  下    稔  

同               妻  鹿  常  男  

同               西  岡  章  夫  

 

財政援助団体等監査の結果に基づく措置通知について   

 

第１   財政援助団体等監査で指摘した事項に対する措置内容等  

対 象 部 局  創造都市推進局産業経済部農林水産課  

措 置 通 知 日  平成２４年１０月１９日  

【改善を要する事項】  【措置された内容】  

補 助 金 等 交 付 に 係 る 収 受 文 書 の 事

務処理を適正にすべきもの  

 

補 助 金 等 の 交 付 申 請 者 か ら 提 出 さ

れ た着 手届 およ び完了 届の 受理 に 係

る事務処理の取扱いについては，高松

市事務決裁規程第４条第１項，第５条

第１項および別表第１文書，庶務その

他の表第１７項の規定に基づき，専決

者（主管課長）までの決裁を受けなけ

ればならないが，平成１６年度高松市

食 肉セ ンタ ーと 畜解体 業務 運営 補 助

事業に係る着手届および完了届は，そ

の 受理 に係 る決 裁を受 けて いな い の

で，今後，着手届および完了届を受理

したときは，これらの規定に基づき，

適正に事務処理されたい。  

 

 

 

補助金等交付に係る収受文書の事務

処理については，平成２３年度から高

松市食肉センターと畜解体業務運営補

助事業に係る着手届および完了届につ

いて，その受理に係る課長決裁を受け

た。  

 

 （案）  
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対 象 部 局  創造都市推進局産業経済部商工労政課  

措 置 通 知 日  平成２４年１１月５日  

【改善を要する事項】  【措置された内容】  

事業計画書を受理し，内容を検証す

べきもの  

 

高 松 テ ル サ の 管 理 に 関 す る 基 本 協

定書第１２条は，指定管理者は，毎年

度，事前に市と十分調整を図り，次年

度 の事 業計 画書 および 収支 予算 書 を

作成し，市に提出しなければならない

としているが，指定管理者から，毎年

度，収支予算書の提出は受けているも

のの，事業計画書の提出を受けていな

いので，今後は，事業計画書の提出を

指導するとともに，基本協定書等に基

づき適切な管理運営が行われるか，そ

の内容を検証されたい。  

 

 

 

指定管理者に対し，次年度の事業計

画書の提出を指導し，収支予算書と合

わせ，平成２５年度指定管理業務事業

計画書の提出を受けるとともに，基本

協定書等に基づき適切な管理運営が行

われるか，その内容の検証を行った。  

 

第２  財政援助団体監査で付した監査委員の意見に対する措置内容等  

対 象 部 局  創造都市推進局産業経済部農林水産課  

措 置 通 知 日  平成２４年１０月１９日  

【意見を付された事項】  【措置された内容】  

管 理 運 営 業 務 に 係 る 委 託 範 囲 の 明

確化について  

 

平 成 １ ７ 年 度 高 松 市 食 肉 セ ン タ ー

管 理運 営業 務委 託仕様 書に 記載 さ れ

た 業務 内容 と高 松食肉 事業 協同 組 合

か ら提 出さ れた 平成１ ７年 度委 託 職

員 配置 計画 書の 作業内 容を 照合 し た

ところ，同仕様書に記載されていない

作業が同計画書に記載されており，委

託 範囲 の認 識に 差異が 生じ てい る と

み なさ れか ねな い事務 処理 とな っ て

いたので，今後，同管理運営業務に係

る 委託 内容 を的 確に把 握で きる 仕 様

書を作成し，職員配置と齟齬を生じな

いようにするとともに，と畜業者等と

市との役割分担をさらに精査し，委託

料の削減に努められたい。  

 

 

 

管理運営業務に係る委託範囲につい

ては，平成２３年度から指定管理業務

仕様書にて明確にした。  

再 委 託 契 約 事 務 の 適 正 な 管 理 に つ

いて  
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平 成 １ ７ 年 度 高 松 市 食 肉 セ ン タ ー

管理運営業務のうち，再委託契約を締

結している契約書等について，委託料

の 積算 基礎 とな る仕様 書を 作成 し て

い ない もの や業 務内容 の具 体性 に 欠

けるものなどが見受けられたので，今

後，適正な再委託契約が締結されるよ

う，契約当事者である高松食肉事業協

同組合に対し，業務内容を明確に示し

た 契約 書等 の作 成を指 導す ると と も

に，所管課として，当該契約書等の内

容確認を行うなど，再委託契約事務の

適正な管理に努められたい。  

再委託契約事務の適正な管理につい

ては，平成２３年度から再委託業務届

出書を提出させ，契約書および業務内

容の確認を行った。  

 


